
 

 

第５次沖縄県食育推進計画策定調査等支援業務 企画提案公募要領 

  

この要領は、第５次沖縄県食育推進計画策定調査等支援業務の委託に係る受託候補者の

選定に関して企画提案に参加しようとする者（以下「参加者」という。）が熟知し、かつ、

遵守しなければならない事項を定めるものである。 

 

１ 委託業務の概要  

（1） 委託業務の名称 第５次沖縄県食育推進計画策定調査等支援業務 

（2） 事業目的 

本業務は、「第５次沖縄県食育推進計画策定調査等支援業務企画提案仕様書」（以下 

「仕様書」という。）３に掲げる事項を目的とする。 

（3） 契約期間 契約締結の日から令和９年３月 31 日まで  

（4） 業務内容 別添仕様書のとおり 

（5） 企画提案上限 7,959,000 円（消費税および地方消費税を含む）  

※ この金額は、実際の契約額ではなく、仕様書の内容に係る予算規模を示したもの

である。受託候補者の決定後、提案内容に基づき仕様を定め、改めて見積書の提

出を求める。 

※ 本業務は、契約額の範囲内で、業務に要した経費の実支出額に合わせて委託料の

額を確定する精算の処理を行う。  

  

２ 参加者の資格要件  

  次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（1） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４第１項の規定に該当しな 

い者であること。 

参考：地方自治法施行令 抜粋  

（一般競争入札の参加者の資格）  

第 167 条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入

札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32

条第１項各号に掲げる者  

（2） 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）または民事再生法（平成 11年法律第 225 号） 

に基づき、再生手続開始または民事再生手続開始の申立て、もしくは、破産法（平成 

16 年法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。  

（3） 沖縄県暴力団排除条例第２条（平成 23年条例第 35 号）第２号に規定する暴力団員 



 

 

  または暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

（4） 所得税または法人税、消費税および県税を滞納していないこと。  

（5） 沖縄県の業務委託および物品調達等に係る競争入札への参加停止の処分を受けてい

な 

いこと。  

（6） 社会保険（労働保険、健康保険および厚生年金保険）に加入する義務がある者につ

い 

ては、これらに加入していること。  

（7） 労働関係法令を遵守していること。  

（8） 沖縄県内に本店又は支店を有しており、業務進捗状況や業務内容等に関する打ち合 

わせに円滑に対応できる体制を有する者であること。 

（9） 本委託事業を遂行するために必要な知識、技術を有する担当者を正・副２人以上配 

置するなど、適正な執行体制を有すること。 

（10） 国・地方公共団体の業務委託実績（同種同規模）およびこれに係るノウハウを有す

る者であること。また、沖縄県民の健康や食育に関する現状、課題等を把握し、当

該課題等に対する具体的かつ効果的な方策を企画立案する能力、組織、人員等を有

していること。 

（11） 個人情報を扱うため、秘密の保持の徹底や業務場所などが確保できるなど、個人情

報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し、また、一般財団法人日本情報経

済社会推進協会によるプライバシーマークの登録証又は同等以上の認証等を有して

いる事業者であること。 

※ 共同企業体で参加する場合は、共同企業体の構成員がそれぞれ(1)～(7)の要件を満た

す者であること。また、共同企業体の中心的役割を担う代表者が(8)の要件を満たし、

共同企業体の全体として(9)～(11)の要件を満たす者であること。 

※ 参加者１者につき、企画提案は１件までとする。なお、共同企業体の構成員が単独ま

たは他の共同企業体の構成員としての重複参加は認めない。  

  

３ 企画提案手続きに関する事項  

（1） 担当課 

沖縄県保健医療介護部健康長寿課 健康推進班 （担当者：呉屋（ごや）） 

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2（県庁行政棟４階） 

電話 098-866-2209 

電子メールアドレス aa030320@pref.okinawa.lg.jp 

 

（2） 質問の受付、回答の公表 

この要領または業務に関する質問は、次のとおり受け付ける。 



 

 

ア 受付期限 令和８年５月 22 日（金）正午 

イ 提出方法 （様式１）質問票に質問内容を簡潔に記載し、電子メールにより提出。 

※なお、電子メールの件名は「【質問】第５次沖縄県食育推進計画策

定調査等支援業務の企画提案について（参加者名）」とすること。 

ウ 回答方法 質問と回答を取りまとめ、令和８年５月 26日（火）までに健康長寿 

課ホームページに掲載する。 

エ 留意事項 質問書送付後は、速やかに県担当まで電話連絡し、受信確認を必ず行   

うこと。 

 

（3） 参加申込および企画提案書等の提出  

ア 提出期限 令和８年５月 29 日（金）15時 必着 

イ 提出先  沖縄県保健医療介護部健康長寿課（上記⑴を参照） 

ウ 提出方法  

持参もしくは郵送により提出すること。なお、郵送の場合は、到着確認が可能 

     な手段を取り、提出期限内に必着とすること。（電子メールによる提出は認め

ない） 

エ 提出書類 

①（様式２）参加申請書 

②法人の登記事項証明書 

③法人の定款又は寄附行為 

④（共同企業体の場合）共同企業体協定書の写し 

⑤（様式３）法人等概要書 

⑥（様式４）企画提案書 

⑦（様式５）経費見積書 

⑧（様式６）参加資格要件に関する誓約書 

※ 提出書類に使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨とする。 

※ ⑤、⑥、⑦は、様式に定める事項が漏れなく記載された既存資料（会社パンフ

レット等）や任意様式による代替可。 

※ 提案内容等を精査するため、上記のほかに書類の追加提出を求める場合がある。 

オ 編綴方法、提出部数 

Ａ４縦型フラットファイルに提出書類①から⑧までの順で綴った一式を１部と

し、正本１部、副本（正本の写し）６部の計７部を提出すること。 

・書類はＡ４判・両面印刷を原則とし、各書類の間にはインデックス等で仕切り

を入れること。 

・提出書類②、③、④は、副本への添付省略可（正本への添付は必須）。 

 



 

 

４ 受託候補者の選定方法等に関する事項 

(1) 審査の流れ 

書面審査のほか、受託候補者選定委員会を開催し、企画提案について総合的な評

価を行った上で受託候補者およびその順位を決定する。 

(2) 第一次審査（担当課による書面審査） 

担当課において提出書類を確認、要件への適合性等の審査を行い、第二次審査の対

象を選定、各参加者に審査結果を電子メールで通知する。 

（必要に応じてヒアリングを行う場合がある。該当者には個別に連絡する。） 

(3) 第二次審査（選定委員会におけるプレゼンテーション審査） 

沖縄県庁内に設置する受託候補者選定委員会において、参加者が提案内容を説明

（プレゼンテーション）し、受託候補者およびその順位を決定する。説明は、提出済

みの提案書を用いることとし、追加の資料配布は認めない。選定委員会の詳細につい

ては、第一次審査を通過した者に対して個別に通知する。 

 

５ 契約に関する事項 

（1） 審査において最も評価の高かった受託候補者に対して、契約締結に向けた業務内

容の調整、契約条項の協議等を行う。 

（2） 契約金額は、受託候補者から見積書を徴収し、予定価格の範囲内において決定する。

なお、参加申込時に提出した見積書と同額とならない場合がある。  

（3） 審査において最も評価の高かった受託候補者が辞退した場合、または契約に関す

る協議が調わなかった場合には、次点の候補者を繰り上げて契約に向けた調整・協議

を行う。 

（4） 受託候補者と委託業務の仕様や契約条項に関する協議が調ったときは、地方自治

法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、随意契約を締結する。  

（5） 契約締結の際、受託者は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を締結

前に納付する。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２項に該当する場合、県は、契約

保証金の全部または一部の納付を免除することができる。 

 

６ その他  

(1) 以下のいずれかの事由に該当すると県が認めたとき、参加者は失格とする。 

ア この要領に違反した場合、またはこの要領に定める事項のほかに担当課が指示 

した事項に違反した場合 

イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

ウ 公正な候補者選定を害するまたはその恐れのある行為があった場合 

(2) 書類作成または第二次審査に出席するために要する経費等、この企画提案への参

加により生ずる経費は、すべて参加者の負担とする。 



 

 

(3) 提出書類は返却しない。 

(4) 第一次、第二次審査ともに、結果等に関する異議申し立て、質問等は受け付けない。 

(5) この公募は提案内容の優位性を評価し契約対象の優先順位を決定するものであり、

契約の締結を保証するものではない。   

(6) 本業務の実施に当たっては、県と協議で進めていくものとし、受託候補者が提案し

た内容すべての実施を保証するものではない。  

(7) 委託事業の適正を期するため、県は、受託者に対し報告を求め、または事業所に立

ち入り、帳簿類その他の物件の検査や質問等を行う場合がある。  

(8) 委託業務完了にあたり、帳簿類の確認ができない場合は、委託料を減額する場合が

ある。 

 

７ 実施スケジュール 

契約までのスケジュールは次のとおりを予定している（変更となる場合あり）  

(1) 公募開始   ５月 14 日（木） 

(2) 質問提出期限   ５月 22 日（金）正午 

(3) 質問への回答（最終回答） ５月 26 日（火） 

(4) 企画提案書提出期限  ５月 29 日（金）15時 ※必着  

(5) 第一次審査結果通知  ６月２日（火） 

(6) 第二次審査（プレゼンテーション審査） ６月８日（月） 

(7) 受託候補者決定、結果通知 ６月中旬 

(8) 契約締結、事業開始  ６月中旬～ 


